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徳島県立南部防災館指定管理者募集要項

第１ 募集の目的

徳島県立南部防災館（以下「南部防災館」という。）は、県民の防災意識の高揚及び防災

知識の普及を図るとともに、本県の南部地域における災害時の円滑な防災活動に資すること

を目的として設置されています。

このたび、徳島県（以下「県」という。）は、管理運営業務を効果的かつ効率的に行うた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、徳島県公の施設に係る

指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年徳島県条例第５０号）、徳島県立南部

防災館の設置及び管理に関する条例（平成２１年徳島県条例第６３号、以下「設管条例」と

いう。）の規定にもとづき、次のとおり南部防災館の管理運営に関する業務を行う指定管理

者を募集します。

第２ 募集の内容

１ 施設の概要

（１）名 称 徳島県立南部防災館

（２）所 在 地 徳島県海部郡海陽町浅川字西福良４３

（３）開 館 日 平成２２年５月１日

（４）主要施設 南部防災館本館（鉄筋コンクリート造２階建 床面積９００㎡）、

まぜのおかオートキャンプ場管理棟ロビーの一部、駐車場

（５）施設規模 別添資料②徳島県立南部防災館管理運営に関する基本協定書（案）

別紙２のとおり

２ 指定管理者が行う業務の範囲

指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとし、業務の詳細内容については、別添資

料①「徳島県立南部防災館管理運営業務要求水準書（以下、「要求水準書」という。）

を参照ください。

（１）防災に関する意識の啓発及び知識の普及に関する業務

（２）防災及び災害に関する資料の展示を行う業務

（３）その他南部防災館の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務

（４）南部防災館の施設等の維持管理に関する業務

（５）その他南部防災館の管理に関し知事が必要と認める業務
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３ 管理の基準

設管条例において休館日、供用時間等に関する規定があり、その詳細については、要

求水準書に記載しておりますが、休館日や供用時間について、県民の利用の幅がより広

がる内容の申請をすることも可能です。

４ 指定期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間）

５ 業務に必要な経費

県が支払う指定管理料他をもって、業務を行うものとします。

指定管理料の額については、指定管理者が応募の際に提案した収支計画に記載された

額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を基本として、県と指定管理者が締結す

る基本協定書により決定します。

なお、収支計画の見積りにあたっては、次のとおり各年度の基準額を設定しますので、

基準額を上回る提案をした場合は失格となります。

基 準 額

年度 税抜き 税込み

令和６年度 １１，７６１，０００円 １２，９３７，１００円

令和７年度 １１，２３０，０００円 １２，３５３，０００円

令和８年度 １１，２３０，０００円 １２，３５３，０００円

令和９年度 １１，５００，０００円 １２，６５０，０００円

令和１０年度 １１，２３０，０００円 １２，３５３，０００円

※令和６年度の指定管理料の額には、建築基準法の規定による建築物の定期点検費（２７０千

円税抜き）及び光熱費の高騰見込み額（２６１千円税抜き、実績に応じ精算）を含みます。

※令和９年度の指定管理料の額には、建築基準法の規定による建築物の定期点検費（２７

０千円税抜き）を含みます。

第３ 申請資格

指定管理者の指定に申請できる者は、要求水準書６に記載の法令等を遵守し、かつ、指定

期間中に、南部防災館を安全円滑に管理運営することのできる法人その他の団体（以下「法

人等」という。）又は複数の法人等により構成されるグループ（以下「参加グループ」とい

う。）であることとします。個人での申請はできません。

また、単独の法人等にあっては、次に掲げる（１）及び（２）のすべての要件を満たす必
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要があり、参加グループにあっては、主たる構成員が（１）及び（２）の要件を満たすとと

もに、すべての構成員が（２）のすべての要件を満たす必要があります。

（１）徳島県内に主たる事務所（本社又は本店等）を置く法人等であること。

（２）法人等及びその代表者が、以下の事項に該当しないこと。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により徳島県又は他の地方公共団体から

指定の取り消しを受け又は当該処分の日から起算して２年を経過しない者

ウ 徳島県建設業者指名停止措置要綱（平成１４年４月１８日建設第７３号）及び徳島

県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置の対象となっている

者

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構

成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）

の統制の下にある団体

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成

１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者。ただし、会社更

生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者であっても、更正計画の認可が決定、又は再生計画の認可の決定が確

定した者については、当該申立てがなされていない者とみなす。

キ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３

条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定さ

れた日から２年を経過しない者

ク 徳島県の県税（法人事業税・法人県民税）、法人税、地方法人特別税、消費税及び

地方消費税並びに延滞金等を滞納している者

ケ 法人等あるいは参加グループの構成員であって、他の参加グループの構成員である

者、若しくは二つ以上の提案を行う者

コ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者

サ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がい

る団体

① 破産者で復権を得ない者

② 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこ

とがなくなった日から２年を経過しない者

③ 暴力団の構成員等
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第４ 申請方法等

１ 募集要項の公表及び配布期間

募集要項は、令和５年７月２５日（火）から県のホームページ上で公表します。

なお、関係書類は、令和５年７月２５日（火）から令和５年９月１１日（月）までの

間、午前１０時から午後５時まで、南部総合県民局地域創生防災部＜美波＞津波減災・

危機管理担当の窓口において配布を行います。（※ただし、土日及び祝日は除きます。）

郵送を希望する場合は、３９０円分の切手を貼った宛先明記の返信用定形外封筒（角

型２号Ａ４判用）を同封の上、南部総合県民局地域創生防災部＜美波＞津波減災・危機

管理担当まで請求してください。（令和５年９月１１日（月）必着）

２ 現地説明会及び質問受付等の実施及びスケジュール

（１）現地説明会の開催

① 日 時 （１回目）令和５年８月２２日（火）午前１０時３０分から

（２回目）令和５年８月２５日（金）午前１０時３０分から

② 集合場所 徳島県立南部防災館 本館前

③ 参加申込 様式１に、必要事項を記入の上、郵送、ファクシミリ、電子メール

又は持参により、南部総合県民局地域創生防災部＜美波＞津波減災

・危機管理担当宛に提出してください。

④ 申込締切 令和５年８月１０日（木）午後５時まで

⑤ 留意事項 ア 指定管理者に申請する予定の方は、現地説明会にできる限り参

加してください。

イ 参加人数については、制限することがあります。

ウ 当日配布する資料がある場合、現地説明会に出席できない方に

は、令和５年８月２５日以降、南部総合県民局地域創生防災部

＜美波＞津波減災・危機管理担当で配付いたします。

エ 説明会当日は募集要項等を持参してください。

（２）募集内容等に係る質問の受付

① 受付期間 令和５年９月８日（金）午後５時まで

② 質問方法 質問書（様式２）により、郵送、ファクシミリ、電子メール又は持

参により、南部総合県民局地域創生防災部＜美波＞津波減災・危機

管理担当宛に提出してください。

③ 回答方法 受け付けた質問に対する回答をとりまとめ、随時、県のホームペー

ジにて回答する予定です。申請には、これを参照の上、書類を作成

してください。
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３ 申請書類の提出

（１）申請書類の受付

① 受付期間 令和５年９月１５日（金）から令和５年９月２６日（火）まで

午前１０時から午後５時まで（※ただし、土日及び祝日は除きま

す。）

② 受付場所 徳島県南部総合県民局地域創生防災部＜美波＞津波減災・危機管理

担当

③ 受付方法 申請書類一式を、郵送（配達証明郵便による）又は持参により提出

してください。なお、郵送の場合は、令和５年９月２６日（火）の

消印有効とします。

（２）提出部数

申請書類は、原本１部、副本１５部を提出して下さい。

（３）申請書類

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ア 指定管理者指定申請書 （様式３）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥イ 誓約書 （様式４）

‥‥‥‥‥‥‥‥ウ 参加グループ構成員表（参加グループの場合） （様式５）

‥‥‥‥‥‥エ 参加グループ協定書の写し（参加グループの場合） （様式６）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥オ 参加グループ委任状（参加グループの場合） （様式７）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥カ 法人等概要書 （様式８－１）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥キ 法人等役員一覧 （様式８－２）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ク 法人等の主要業務実績一覧 （様式９）

※次の（ア）～（エ）を添付してください。

（ア）定款、寄附行為、規約その他これに代わる書類

（イ）法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者

の住民票の写し（代表者が外国人である場合にあっては、外国人登録原票記載事

項証明書の写し）

（ウ）申請を行う日の属する事業年度の収支予算書並びに直近２事業年度の事業報告

書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの（新たに設立する法人又

は設立初年度の法人にあっては、上記に替えて収支予算書又はこれに類する書類

を提出してください。設立初年度の法人にあっては、設立時における財産目録も

提出してください。また、設立２年目の法人等にあっては、前事業年度に係る書

類を提出してください。）

（エ）徳島県の県税（法人事業税・法人県民税）、法人税、地方法人特別税、消費税

及び地方消費税に関する過去３年分の納税証明書（新たに設立する法人又は設立

初年度の法人にあっては、提出を要しないものとします。）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ケ 事業計画書 （様式１０－１～１０－１３）
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（４）留意事項

申請書類を郵送にて提出した場合は、届いているかどうかの確認を電話により必ず

行ってください。

４ 申請書類の作成要領

様式については、別添資料④のとおりです。

（１）様式９について

申請者の過去３箇年程度の主要業務実績について１８件を上限として記入してくだ

さい。（防災意識の高揚や防災知識の普及に関する業務実績がある場合は、これを優

先して記入してください。）

本様式は、Ａ４版で１ページを上限に MS WORD（バージョンは２０１０以降）若
しくは一太郎（バージョンは２０１８以降）とし、10.5 ポイント活字で作成してくだ
さい。

（２）事業計画書作成上の条件

ア 事業計画書の作成にあたっては、当募集要項、要求水準書等に記載されているこ

とを遵守してください。

イ 事業計画書（様式１０－１～１０－１３）はＡ４版（カラー可）で作成してくだ

さい。図、表等を使用してもかまいません。また、ページ数が複数となってもかま

いませんが、各様式について１～３ページ程度で作成してください。ただし、様式

１０－７－①、１０－７－②及び１０－８については、ページ数の上限は設けませ

ん。なお、ページ番号を中央下に表記してください。

ウ 事業計画書は、様式１０－５－①以外は MS WORD（バージョンは２０１０以降）
若しくは一太郎（バージョンは２０１８以降）とし、10.5 ポイント活字で作成し、
様式１０－５－①は MS EXCEL（バージョンは２０１０以降）を使用して作成し、
その内容を記録した CD-Rを添付して提出して下さい。

エ 各様式の作成に用いる単位は計量法に定めるものとし、使用通貨は日本円、使用

言語は日本語とします。時刻は、日本標準時とします。

（３）各様式の作成について

① 様式１０－１（施設の管理運営方針）

南部防災館の設置目的を的確に把握し、指定管理者制度の導入目的である、「利

用者へのサービス向上」と「管理コストの削減」について、どのようなノウハウを

活用し事業展開を図るか、また、県が災害対策のために施設等を使用する場合に、

災害応急対策実施体制への移行を確保する方法と災害対策のうち支援可能な業務等

について、その方針、抱負も含めて具体的に記入してください。さらに、個人情報

保護についての方針も記入してください。
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② 様式１０－２（利用者ニーズの把握・分析と利用促進）

南部防災館の設置目的を踏まえつつ、どのようにして利用者ニーズの把握と分析

を行い、管理運営に反映し利用促進を図るのか、具体的かつ現実的に記入してくだ

さい。

③ 様式１０－３－①（防災に関する普及啓発事業の企画・実施）

南部防災館の設置目的を踏まえて、防災に関する普及啓発事業の内容について、

どのように企画・広報し、実施していくのか具体的かつ現実的に記入してください。

④ 様式１０－３－②（自主事業）

南部防災館の設置目的に適合し、利用促進や利用者の利便性の向上につながる自

主事業の計画について、具体的かつ現実的に記入してください。

⑤ 様式１０－４（適正な維持管理）

南部防災館内施設の日常的、定期的な安全管理、美化対策、設備保守点検、施設

の修繕等について、基本的な考え方及び重視するポイントを記入してください。

また、指定管理者として目指す南部防災館の姿とともに、各業務ごとに具体的な

方法、内容、頻度等について記入し、年間の作業計画表（様式任意）を作成してく

ださい。

⑥ 様式１０－５－①（収支計画書１）

南部防災館を管理運営するにあたっての収支計画（５年間分）を収入、支出の各

項目ごとに記入してください。

過去５年間の運営管理費の状況については、要求水準書（資料②）を参照してく

ださい。

⑦ 様式１０－５－②（収支計画書２）

表に掲げる支出の項目ごとにコスト削減についてどのように工夫するかを具体的

に記入してください。

⑧ 様式１０－６（管理運営体制等）

業務を遂行するための具体的な実施体制について、内部の体制、協力会社の構成、

職員の技術や能力育成をどのように行うか等について計画を記入してください。

また、業務が適正に遂行されているかどうかの確認を目的として行うセルフモニ

タリングの方法についても記入してください。セルフモニタリングについては、少

なくとも①利用者アンケートの実施及び分析、②施設管理全般（安全管理、施設の

維持管理等）に関する点検方法等、③トラブル発生時の対応報告及び改善点の検討、

④その他業務改善ポイントの提案の４項目をモニタリング項目として含めるものと

します。
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さらに、南部防災館の各施設にどのような能力（資格等）や雇用形態の職員を配

置して業務を遂行するか、「職員体制」（様式１０－７－①、１０－７－②）及び

「協力法人等一覧」（様式１０－８）を作成してください。

⑨ 様式１０－７－①（職員体制１）

南部防災館に配置する予定の職員すべてについて記入してください。

⑩ 様式１０－７－②（職員体制２）

様式１０－７－①に記載した職員（派遣職員を除く）について記入してください。

⑪ 様式１０－８（協力法人一覧）

業務を遂行するにあたって、業務の一部を再委託することを予定している団体が

ある場合には、本様式に当該団体の法人名等について記入してください。該当がな

い場合も、「該当なし」と記入の上、提出してください。

⑫ 様式１０－９（地域への貢献）

地元雇用及び地元企業への業務の再委託について、基本的な方針及び計画を具体

的に記入してください。様式１０－８に記載の団体と重複してもかまいませんので、

業務の委託を予定している地元企業の法人名等について本様式にも記入してくださ

い。

⑬ 様式１０－１０（地域との連携）

地域の関連団体（自治会、自主防災組織、ボランティア団体、自治体、地元企業

等）とどのように連携して南部防災館を管理運営するか、方針及び計画について具

体的に記入してください。

⑭ 様式１０－１１（安全管理）

安全管理について、情報管理、事故予防、職員等の教育並びに大規模災害時にお

ける現地災害対策本部までの移行体制を含めた災害・緊急時の対応体制、等につい

て、その考え方を記入してください。

※個人情報保護等に関する規程等を設けている場合は、それを示してください。

⑮ 様式１０－１２（環境への配慮）

南部防災館の管理運営業務を行うにあたって、環境にどのように配慮するかにつ

いて、その考え方を具体的に記入してください。

⑯ 様式１０－１３（事業計画書総括表）

様式９及び様式１０－１～１０－１２の内容を、各項目ごとに特にアピールした

い点について、計１００字以内（厳守）で、できる限り明瞭に要点を箇条書きにし
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てください。適宜、頁送りは可能です。

第５ 審査方法等

１ 審査の方法

選定委員会において申請者のうち申請資格等の要件を満たす者を対象に審査を行い、

指定管理者として最も適切な者を選定します。選定委員会は、この結果を県に報告しま

す。

なお、申請者が多数の場合など、選定委員会が必要と認める場合には、書類による一

次審査を経た後、プレゼンテーション等による二次審査を行い、選考する場合がありま

す。

２ 審査の日程

審査は、令和５年１０月を予定しています。プレゼンテーション等を行う場合につい

ても、令和５年１０月を目処に実施します。

３ 審査の基準

審査は、以下に掲げる選定の基準により総合的に判断します。審査基準については、

別添資料③を参照ください。

（１）事業計画書の内容が、県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮が確保

できるものであること

（２）事業計画書の内容が、当該公の施設の適正な維持管理と効率的な管理運営が図られ

るものであること

（３）当該申請をした法人等が、安定した管理のための人的・物的経営基盤を有しており、

又は確保できる見込みがあること

（４）その他、事業計画書の内容が地域との連携が図られ、地域に貢献する内容となって

いること

４ 指定管理者の候補の選定

県は、選定委員会より審査結果の報告を受け、優秀者を優先交渉権者として両者の間

で細目協議を行います。細目協議が整った段階で、指定管理者の候補者として選定しま

す。なお、優先交渉権者と協議が整わない場合には、優先交渉権者との協議を中止する

こととし、選定委員会において次点となった者との間で改めて協議を行うこととします。

指定管理者の候補者の選定結果は、令和５年１１月頃を目処に、審査を受けた団体の
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全てに文書により通知します。同時に結果を県のホームページなどで公表します。なお、

申請団体名は公表されます。また、選定結果の公表に当たり、申請団体が２団体であっ

た場合などにおいて、それぞれの団体の得点等が明らかになることを、ご承知おきくだ

さい。

第６ 指定管理者の指定及び協定締結

１ 指定管理者の指定

県は、指定管理者の指定に関する県議会の議決を経て、指定管理者の指定を行います。

ただし、県議会の議決を得られない場合は指定されません。なお、県は、指定管理者

の指定に関する県議会の議決が得られないことにより指定管理者の候補者に生じた損害

を負担しません。

２ 協定の締結

県と指定管理者は、先に実施した細目協議の内容を前提に、更に業務を実施する上で

必要となる詳細事項について協議を行い、これに基づき基本協定を締結します。基本協

定書（案）は別添資料②のとおりです。

第７ 留意事項

１ 事業の継続が困難となった場合の措置

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合は、県は指

定の取り消し、又は、管理運営業務の一部若しくは全部を停止することができます。

この場合、県に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。

なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく南部防災館の管理運営業

務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとします。

（２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合

災害その他の不可抗力等県及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由に

より、業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとしま

す。一定期間内に協議が整わない場合、県は、事前に書面で通知することにより協定

を解除できるものとします。

なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく南部防災館の管理運営業

務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとします。
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２ 審査の対象又は優先交渉権者からの除外

申請者が次に掲げる場合に該当したときは、その者を審査の対象又は優先交渉権者か

ら除外します。

（１）選定委員会の委員又は本件業務に従事する本県職員若しくは本県関係者に対し、本

件応募について不正な接触の事実が認められた場合

（２）申請書類に虚偽の記載があった場合

（３）複数の事業計画書を提出した場合

（４）前記第３に示す指定管理者の申請資格を満たしていないことが判明した場合

（５）申請者による業務履行が困難であると判断される事実が判明した場合

（６）著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うこ

とについて相応しくないと県が認めた場合

（７）その他不正な行為があったと県が認めた場合

３ 申請書類等の取り扱い

（１）著作権

県が提示する設計図書等の著作権は県及び作成者に帰属し、申請者の提出する書類

の著作権はそれぞれの申請者に帰属します。なお、本事業において公表する場合その

他県が必要と認めるときは、県は提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものと

します。

（２）特許権等

申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法

令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等

を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて申請者が負うものとします。

（３）記載内容の変更等の禁止

提出した申請書類は、これを書き換え、差し換え、又は撤回することはできません。

（４）返却等

申請書類は審査のため、選定委員会の委員に配布することがあります。また、提出

された申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。

４ 費用負担

申請及び審査に際して申請者に係る費用については、すべて申請者の負担とします。
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５ その他

（１）指定管理者指定申請書提出後に申請を辞退する場合には、令和５年９月２９日（金）

までに（様式３－２）により申し出てください。

（２）問合せ及び申請書提出先

徳島県南部総合県民局地域創生防災部＜美波＞津波減災・危機管理担当

〒 779-2305 徳島県海部郡美波町奥河内字弁才天１７番地１

ＴＥＬ ０８８４－７４－７２１３

ＦＡＸ ０８８４－７７－３８５１

メールアドレス nanbu_c_m@pref.tokushima.jp

別添資料① 管理運営業務要求水準書

別添資料② 徳島県立南部防災館管理運営に関する基本協定書（案）

別添資料③ 審査基準

別添資料④ 様式集

別添資料⑤ 指定管理者募集スケジュール


